
大分県地域商業マッチング推進事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、地域商業及び地域コミュニティ機能の活性化を図るため、大分県地域商業

マッチング推進事業実施要領（令和８年３月２６日伺定。以下「実施要領」という。）に

基づき、実施要領第９条第１項に規定する事業実施主体が事業を実施するのに要する経費

に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、大

分県補助金等交付規則（昭和４３年大分県規則第２７号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助対象経費及び補助率） 

第２条 この補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表１及び別表２のとおりとす

る。 

 

（補助金の交付申請） 

第３条 規則第３条第１項の規定による申請は、補助金交付申請書（第１号様式）によるも

のとし、次に掲げる書類を添付し、知事が別に定める期日までに知事に提出しなければな

らない。 

（１）事業計画書（第２号様式） 

（２）収支予算書（第３号様式） 

（３）積算の根拠が確認できる設計書又は見積書等の写し 

（４）その他知事が必要と認める書類 

２ 規則第３条第３項の規定により、申請書若しくは添付書類に記載すべき事項又は添付す

べき書類のうち省略することのできるものは、同条第２項第１号、第２号及び第６号に掲

げる事項とする。 

３ 第１項の規定による申請書を提出するにあたって、事業実施主体について、当該補助金

に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）仕入控除税額（補助対象経費

に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕

入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た

金額をいう。以下同じ。）がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただ

し、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この

限りでない。 

 

（補助条件） 

第４条 規則第５条の規定による補助条件は、次のとおりとする。 

（１）補助事業の内容又は経費の配分の変更（知事が定める軽微な変更を除く。）をする場

合は、補助事業変更承認申請書（第４号様式）を知事に提出し、その承認を受けること。 



（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事業中止（廃止）承認申請書（第５号様式）

を知事に提出し、その承認を受けること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、

速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 

（４）この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭（預金）出納簿等の帳

簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から

起算して５年間整備保管すること。 

（５）暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団（同法第２条第２号に

規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない

こと。 

（６）この補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産（以下「財産」という。）は、

知事の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又

は担保の用に供してはならないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭

和４０年大蔵省令第１５号。以下「大蔵省令」という。）に定められている財産について

は、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限りで

はないこと。 

（７）財産は、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管し、当該補助事業の完了後にお

いても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って、その

効率的な運用を図ること。 

（８）財産のうち、一件当たりの取得価格が５０万円以上のものを処分しようとするときは、

あらかじめ知事の承認を受けること。ただし、大蔵省令に定められている財産については、

大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限りではな

いこと。 

（９）知事の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部

又は一部を県に納付させることがあること。 

（10）第３条第３項ただし書きの規定により補助金の交付申請をした場合は、第１０条の規

定による実績報告書の提出時に、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになっ

たときは、これを補助金額から減額して報告すること。 

（11）第３条第３項ただし書きの規定により補助金の交付申請をした場合は、第１１条の規

定による補助金の額の確定通知を受けた後において、消費税等の申告により当該補助金に

係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、その金額（前号の規定により減額した場合

は、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を補助金に係る消費税等仕入控除税額確定

報告書（第６号様式）により速やかに知事に報告するとともに、当該金額を返還すること。 

（12）その他、規則、実施要領及びこの要綱の定めに従うこと。 

（13）市町村長は、間接補助事業者に補助金の交付の決定をする際には、この項の第１号か

ら前号及び第２項までの条件を付すこと。この場合において、「知事」を「市町村長」に、

「県」を「市町村」に読みかえるものとする。 



２ 規則第５条第１項第１号の規定による知事の定める軽微な変更の範囲は、補助金の額に

変更を及ぼさない変更で、次のとおりとする。ただし、補助金の額の減額であり、事業実

績によるもので、内容に一切の変更がない場合は軽微な変更の範囲に含まれる。この場合

にあっては、実績報告に併せて変更の承認を申請すること。 

（１）補助金の交付目的に反しない事業内容の変更 

（２）補助対象経費の２０パーセント以内の増減 

 

（補助金の交付決定の通知） 

第５条 規則第６条の規定による通知は、補助金交付決定通知書（第７号様式）により行う

ものとする。 

 

（申請の取下げのできる期間） 

第６条 規則第７条第１項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定通知

書を受理した日から起算して１５日を経過した日までとする。 

 

（状況報告） 

第７条 知事は必要に応じ、事業実施主体に対し、事業の遂行状況に関する報告を求めるこ

とができる。 

 

（補助金の交付方法） 

第８条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、知事が必要と認める場合は、

概算払の方法により交付することができる。 

 

（補助金の交付請求） 

第９条 補助金の交付決定の通知を受けたものが、補助金の交付を請求しようとするときは、

補助金交付請求書（第８号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１０条 規則第１２条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書（第９号様式）によ

るものとし、次に掲げる書類を添付し、事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算

して３０日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の３月１日のい

ずれか早い期日までに知事に提出しなければならない。 

（１）事業実績書（第１０号様式） 

（２）収支精算書（第１１号様式） 

（３）契約書又は見積書の写し 

（４）完成写真等 

（５）検査調書の写し 

（６）領収書又は請求書の写し 



（７）財産管理台帳の写し 

（８）間接補助の場合、事業実施主体が市町村に対してする実績報告に関する書類の写し 

（９）その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定通知） 

第１１条 規則第１３条の規定による通知は、補助金の額の確定通知書（第１２号様式）に

より行うものとする。 

 

（書類の提出部数等） 

第１２条 規則及びこの要綱の規定により知事に提出する書類の部数は１部とし、その様式

及び提出期限は、この要綱の本則に定めのあるもののほか、別に知事が定めるところによ

る。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年度の予算に係る大分県地域商業マッチング推進事業費補助金から適

用する。 

  



別表１（第３条関係） 

補助対象事業 補助率 

 

商店街等や地域が抱える様々な課題に対して、事業

実施主体が商店街等と連携し当該課題の解決に資

するとともに、商店街等の地域コミュニティ機能の

活性化につながる事業で、実施要領に基づき採択さ

れた事業 

 

 

補助対象経費（別表第２）の 1/ 3

以内、上限額 1,000千円 

 

【市町村を通じて間接補助を行う

場合】 

市町村補助額の 1/2以内かつ補助

対象経費の 1/3以内、上限 1,000

千円 

 なお、やむを得ず県と市町村の

双方が事業実施主体への直接補助

として補助金を交付する場合の補

助率は、補助対象経費の 1/3以内

かつ市町村単独補助金額以内、上

限額は 1,000千円とする。 

 

【令和 3～5年度まちづくり NEXT

チャレンジャー育成事業又は令和

6～7年度まちづくり実践者育成事

業に参加した者が参画する場合】 

補助対象経費（別表第２）の 1/ 2

以内、上限額は 1,000千円 

 

（注1） 補助の額は千円単位とし、端数は切り捨てるものとする。 

（注2） 国の事業採択を受けている場合は、当該補助対象事業費から国庫補助金額を

差し引いた補助残額を本事業の補助対象経費とすることができる。 

 



別表２（第３条関係） 

補助対象経

費の費目 
補助対象経費及びその要件 

人件費 当該事業に直接従事する者に対して支払う給与・賃金 

（注）業務日報や給与規定を整備すること 

報償費 

 

ワークショップや講習会等の講師及び外部人材に対する謝金、調査・研

究事業及びイベント出演者等集客事業に要する謝金等 

旅費 ワークショップや講習会等の講師及び外部人材に対する旅費、調査・研

究事業及びイベント出演者等集客事業に要する旅費 

（注）鉄道、バス等の移動に係る実費相当額 

需用費 

 

 

事業を進める上で必要な事務用品、資料代、図書購入費、光熱水費、試

作品材料費、コピー代、チラシ・パンフレット・ポスター等の印刷製本

費、看板・横断幕等の製作経費等 

(注 1)単体で取得価格が 10万円未満のもの 

役務費 事業執行上必要な通信運搬費、保管料、広告料、手数料、筆耕翻訳料、

各種保険料等 

委託料 設計委託、調査委託、行事運営委託等 

使用料及び

賃借料 
事業執行上必要な会場使用料、機器・物品等の借上料、有料道路通行料、

駐車場料等 

(注)維持管理費用は除き、かつ、事業の実施に必要な最小限の経費とす

る。 

雑役務費 事業実施に必要な補助的業務を行う臨時のアルバイト代等として支払わ

れる経費 

(注)従前から雇用している職員、アルバイトについての費用振替は補助

対象外とする。 

その他 その他知事が必要と認める経費 

(注)理由書(様式任意)の提出を必要とする。 

(注)事業実施主体の運営経費は対象外とする。 

 

  



第１号様式（第３条関係） 

 

年度大分県地域商業マッチング推進事業費補助金交付申請書 

 

                                第     号 

                                                           年  月  日 

 

 

 大分県知事       殿 

 

         

                               所   在   地 

                                               団   体   名 

                       代表者氏名 

 

 

年度において、下記のとおり大分県地域商業マッチング推進事業を実施したいので、

補助金      円を交付されるよう、大分県地域商業マッチング推進事業費補助金交付

要綱第３条第１項の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

 １ 事業の目的 

 

 

 ２ 事業完了予定年月日     年  月  日 

 

 

  ３ 添付書類 

（１）事業計画書（第２号様式） 

（２）収支予算書（第３号様式） 

（３）積算の根拠が確認できる設計書又は見積書の写し 

（４）その他知事が必要と認める書類 



第２号様式（第３条関係） 

 

事  業  計  画  書 

 

   事  業  名  

 事業実施主体名 

（連絡先） 

 

 

 

 

  事業実施主体 

   の概要 

 

 

 

 

 

    事業箇所  

    実施時期  

 

 

   事業の目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   事業の効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 まちづくり実践者

の役割 

氏名： 

役割： 

 ※まちづくり実践者が参画する場合は、その役割を記載すること。 



第３号様式（第３条関係） 

 

収 支 予 算 書 

 

１ 収 入                             （単位：円） 

項   目 予 算 額 備       考 

県費補助金   

市町村補助金  （補助金等の名称） 

自己負担金   

      計   

２ 支 出                             （単位：円） 

項   目 予 算 額 積 算 内 訳 

   

計   

  ※積算内訳欄には、単価×数量等詳細に記載すること。 

  ※設計書又は見積書（原則２者以上）の写しを添付すること。 

  ※市町村の補助金等を予定している場合は、予算額と補助金等の名称を記載すること。 

 

※市町村を通じての間接補助の場合 

１ 収 入                             （単位：円） 

項   目 予 算 額 備       考 

県費補助金   

市町村費   

      計   

２ 支 出                             （単位：円） 

項   目 予 算 額 積 算 内 訳 

補助金   

計   

  



第４号様式（第４条関係） 

 

年度大分県地域商業マッチング推進事業変更承認申請書 

 

                                第     号 

                                                           年  月  日 

 

 

 大分県知事       殿 

 

                   

                               所   在   地 

                                               団   体   名 

                       代表者氏名 

 

 

年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった  年度大分県地域商

業マッチング推進事業について、下記のとおり変更したいので承認されるよう、大分県地域

商業マッチング推進事業費補助金交付要綱第４条第１項第１号の規定により申請します。 

 

記 

 

 １ 変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

  以下、第１号様式の記の２以下に準じて作成するものとし、変更前と変更後が比較対照

できるよう、変更部分を二段書きにし、変更前をかっこ書きで上段に記載すること。  



第５号様式（第４条関係） 

 

年度大分県地域商業マッチング推進事業中止（廃止）承認申請書 

 

                                第     号 

                                                           年  月  日 

 

 

 大分県知事       殿 

 

                    

                               所   在   地 

                                               団   体   名 

                       代表者氏名 

 

 

    年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった  年度大分県地域商

業マッチング推進事業について、下記のとおり中止（廃止）したいので承認されるよう、大

分県地域商業マッチング推進事業費補助金交付要綱第４条第１項第２号の規定により申請し

ます。 

 

記 

 

 １ 中止（廃止）の理由 

 

 

 ２ 中止の期間（又は廃止の期日） 

 

 

  ３ 中止（廃止）後の措置 



第６号様式（第４条関係） 

 

年度大分県地域商業マッチング推進事業費補助金に係る消費税等 

仕入控除税額確定報告書 

 

                                第     号 

                                                           年  月  日 

 

 

 大分県知事       殿 

 

 

                               所   在   地 

                                               団   体   名 

                       代表者氏名 

 

 

    年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった  年度大分県地域商

業マッチング推進事業に係る消費税等仕入控除税額が確定したので、大分県地域商業マッチ

ング推進事業費補助金交付要綱第４条第１項第１１号の規定により、下記のとおり報告しま

す。 

 

記 

 

 １ 補助金の額の確定額                 金        円 

      （    年  月  日付け  第   号による額の確定通知額） 

  ２ 補助金の額の確定時に減額した消費税等仕入控除税額  金        円 

 ３ 消費税等の申告により確定した消費税等仕入控除税額  金        円 

 ４ 補助金返還相当額（３－２）             金        円 

 ５ その他 

 （１）別紙を添付すること。 

 （２）その他参考となる書類 

    消費税確定申告書の写し及びその添付書類（補助金に係るもの）を添付すること。 



別紙    

 

年度大分県地域商業マッチング推進事業費補助金に係る消費税等 

    仕入控除税額集計表 

仕入に係る消費税額及び 

地方消費税額    (Ａ) 

補 助 率 

         (Ｂ) 

仕入に係る消費税等仕入 

控除税額  （Ａ×Ｂ） 
備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)１ 「仕入に係る消費税額及び地方消費税額」欄は、補助対象事業費に含まれる消費税

等相当額のうち、消費税法の規定により、仕入に係る消費税額と当該金額に地方税法

に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額を記載すること。 

  ２ 「仕入に係る消費税額等仕入控除税額」欄は、補助対象事業費に含まれる消費税等

相当額のうち、消費税法の規定により、仕入に係る消費税額として控除できる金額と

当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補 

助率を乗じて得た金額を記載すること。 



第７号様式（第５条関係） 

 

年度大分県地域商業マッチング推進事業費補助金交付決定通知書 

 

                                第     号 

                                                           年  月  日 

 

 

            殿 

 

 

大分県知事 

 

 

    年  月  日付け  第   号で交付申請のあった  年度大分県地域商業マ

ッチング推進事業費補助金については、下記のとおり交付することに決定したので、大分県

地域商業マッチング推進事業費補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第５条の規定により

通知します。 

 

記 

 

１ 補 助 対 象 経 費     金         円 

２ 補助金の交付決定額     金         円 

３ 補 助 条 件 

（１）補助事業の内容又は経費の配分の変更（知事が定める軽微な変更を除く。）をする場合

は、補助事業変更承認申請書（第４号様式）を知事に提出し、その承認を受けること。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事業中止（廃止）承認申請書（第５号様式）

を知事に提出し、その承認を受けること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、

速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 

（４）この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭（預金）出納簿等の帳

簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から

起算して５年間整備保管すること。 

（５）暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団（同法第２条第２号に規

定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならないこと。 

（６）この補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産（以下「財産」という。）は、

知事の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又

は担保の用に供してはならないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭

和４０年大蔵省令第１５号。以下「大蔵省令」という。）に定められている財産については、

大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限りではな

いこと。 

（７）財産は、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管し、当該補助事業の完了後にお

いても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って、その

効率的な運用を図ること。 

（８）財産のうち、一件当たりの取得価格が５０万円以上のものを処分しようとするときは、



あらかじめ知事の承認を受けること。ただし、大蔵省令に定められている財産については、

大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限りではな

いこと。 

（９）知事の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部

又は一部を県に納付させることがあること。 

（10）第３条第３項ただし書きの規定により補助金の交付申請をした場合は、第９条の規定

による実績報告書の提出時に、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった

ときは、これを補助金額から減額して報告すること。 

（11）第３条第３項ただし書きの規定により補助金の交付申請をした場合は、第１０条の規

定による補助金の額の確定通知を受けた後において、消費税等の申告により当該補助金に

係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、その金額（前号の規定により減額した場合

は、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を補助金に係る消費税等仕入控除税額確定

報告書（第６号様式）により速やかに知事に報告するとともに、当該金額を返還すること。 

（12）その他、規則、実施要領及びこの要綱の定めに従うこと。 

（13）規則第５条第１項第１号の規定による知事の定める軽微な変更の範囲は、補助金の額

に変更を及ぼさない変更で、次のとおりとする。 

イ 補助金の交付目的に反しない事業内容の変更 

ロ 補助対象経費の２０パーセント以内の増減 

 

 

 

（備考） 

  要綱第４条第１項第１号の規定による補助事業変更承認申請書（第４号様式）に基づ き

変更交付決定をする場合は、この様式中「交付決定通知書」を「変更交付決定通知書」 

 に、「交付申請」を「変更承認申請」に、「交付」を「変更交付」にそれぞれ読み替え る

ものとし、記の１及び２については、変更前をかっこ書きで上段に記載すること。 

  



第８号様式（第９条関係） 

 

年度大分県地域商業マッチング推進事業費補助金交付請求書 

 

                                第     号 

                                                           年  月  日 

 

 

 大分県知事       殿 

 

                               所   在   地 

                                               団   体   名 

                       代表者氏名 

 

 

    年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった  年度大分県地域商

業マッチング推進事業費補助金       円を精算払（概算払）の方法により交付され

るよう、大分県地域商業マッチング推進事業費補助金交付要綱第９条の規定により請求しま

す。 

 

記 

 

 

補助金交付 

決 定 額 

 

既受領額 

 

今回請求額 

 

残  額 

 

事業完了予定 

(完了)年月日 
 

 

備 考 

 

 

    円 

 

 

 

    円 

 

 

 

    円     

 

 

    円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〈振込先〉  
 金融機関名： 
 支 店 名： 
 預金の種別： 
 口 座 番 号 ： 
 （フリガナ） 
  預金の名義： 



第９号様式（第１０条関係） 

 

年度大分県地域商業マッチング推進事業実績報告書 

 

                                第     号 

                                                           年  月  日 

 

 

 大分県知事       殿 

 

                   

                               所   在   地 

                                               団   体   名 

                       代表者氏名 

 

 

    年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった  年度大分県地域商

業マッチング推進事業について、下記のとおり実施したので、大分県地域商業マッチング推

進事業費補助金交付要綱第１０条の規定により、その実績を関係書類を添えて報告します。

併せて、補助対象経費の軽微な変更が生じたため実績のとおり承認されるよう申請します。 

 

記 

 

 １ 事業の効果 

 

 

 

 ２ 事業完了年月日     年   月   日 

 

 

 ３ 添付書類 

（１）事業実績書（第１１号様式） 

（２）収支精算書（第１２号様式） 

（３）契約書又は見積書の写し（遂行状況報告書に添付済みのものを除く。） 

（４）完成写真等（遂行状況報告書に添付済みのものを除く。） 

（５）検査調書の写し（遂行状況報告書に添付済みのものを除く。） 

（６）領収書又は請求書の写し 

（７）財産管理台帳の写し 

（８）その他知事が必要と認める書類 

 

 

※減額確定でない場合は、不要な事項は二重線により削除すること。 



第１０号様式（第１０条関係） 

 

事 業 実 績 書 

 

   事  業  名  

事業実施主体名 

（連絡先） 

 

 

 

    事業箇所  

    実施時期  

 

 

 

 

 

 

 

 

   事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   事業の効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 まちづくり実践者

の役割 

氏名：       

役割： 

※まちづくり実践者が参画する場合は、その役割を記載すること。 



 

第１１号様式（第１０条関係） 

 

収 支 精 算 書 

１ 収 入                             （単位：円） 

項   目 精 算 額 予 算 額 増   減 備   考 

県費補助金     

市町村補助金    
（補助金等の名

称） 

自己負担金     

計     

２ 支 出                             （単位：円） 

項   目 精 算 額 予 算 額 増   減 備   考 

     

     

計     

  ※備考欄には、単価×数量等詳細に記載すること。 

  ※市町村の補助金等を予定している場合は、予算額と補助金等の名称を記載すること。 

 

※市町村を通じての間接補助の場合 

１ 収 入                             （単位：円） 

項   目 精 算 額 予 算 額 増   減 備   考 

県費補助金     

市町村費     

      計     

２ 支 出                             （単位：円） 

項   目 精 算 額 予 算 額 増   減 備   考 

補助金     

計     

 



 第１２号様式（第１１条関係） 

 

年度大分県地域商業マッチング推進事業費補助金の額の確定通知書 

 

                                第     号 

                                                           年  月  日 

 

 

            殿 

 

 

大分県知事 

 

 

    年  月  日付け  第   号で提出のあった  年度大分県地域商業マッチ

ング推進事業実績報告書に基づき、    年  月  日付け  第   号による交付

決定通知に係る補助金の額      円については、補助金の額を      円に変更

交付決定し、      円に確定したので、大分県地域商業マッチング推進事業費補助金

交付要綱第１１条の規定により通知します。 

 

※減額確定でない場合は、不要な事項は削除して作成すること。  

※減額確定の場合は、補助条件を明示すること。（要綱第４条の規定を転記） 


